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 令和３年  

 「賃金構造基本統計調査」にご協力のお願い  

 

 

毎年、厚生労働省が実施している国の統計法に基づく基幹統計調査である賃金

構造基本統計調査は、主要産業に雇用される労働者の賃金の実態について、雇用

形態、就業形態、職種、性別、年齢、学歴、勤続年数別等ごとに明らかにするこ

とを目的として行っており、その調査結果は、各企業、団体等における賃金管理

をはじめとする労務管理等の貴重な資料として活用されております。 

 この調査は、「毎年７月１日から７月３１日」までの期間に実施することとされ

ており、調査対象となりました事業所様には大変お手数をおかけすることになり

ますが、ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 なお、令和３年以前の賃金構造基本統計調査の結果は、厚生労働省のホームペ

ージ（http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/chinginkouzou.html）に掲載されていま

す。 

 

 

 

問合せ先 賃金統計事務センター（Ｒ３.７.１～Ｒ３.９.１７） ０４２（５２１）６１５６ 

       

 

 

東京労働局労働基準部賃金課では、都内における賃金関係の統計調査を行って

います。 

  

調 査 の 種 類 ・ 名 称 実 施 期 間 

賃 金 構 造 基 本 統 計 調 査 毎 年 ７ 月 

  

この調査は、厚生労働省が主要産業に雇用される労働者の賃金の実態を明らかにするこ

とを目的として全国的に実施しているもので、毎年６月（一部は前年１年間）の状況を調

査しています。 

調査結果は、各企業、団体等における賃金決定のみならず労務管理の 

資料として広く利用されているほか、最低賃金の決定、逸失利益の算定等の各種施策の

基礎資料として活用されています。 

  調査対象事業所に抽出された場合には、たいへんお手数をおかけすることになりますが、

調査の目的をご理解いただき、ご協力お願い申し上げます。 

賃金構造基本統計調査の結果等につきましては厚生労働省ホームページをご覧ください。 

 

東京労働局 労働基準部賃金課 

電話 03-3512-1614 

FAX 03-3512-1558 

  

http://www.mhlw.go.jp/
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/chingin_zenkoku.html


  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

令和３年度定期支部会員総会報告 

 

新型コロナウイルス感染拡大の状況から、令和３年度定期支部会員総会は、ご出席予定

者のご同意をいただき、委任状に基く縮小開催とさせていただきました。 

 

第１号議案 令和２年度事業報告並びに収支決算承認に関する件  

第２号議案 令和２年度収支決算による残金処分に関する件 

第３号議案 令和３年度事業計画並びに収支予算承認に関する件 

 

令和３年度定期支部会員総会議事報告 

 

令和３年度定期支部会員総会に提出した議案につきまして、確認されました令和３年度

事業計画等についてご報告いたします。 

また、東基連各支部で検討されている「合同事務所」問題についてもご報告いたします。 

 

令和３年度事業計画 

 

事業方針 

１ 令和３年度労働基準行政の重点対策推進への支援 

２ 労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働関係法、雇用保険法、

健康保険法及び厚生年金保険法等の社会保険関係法の周知 

３ 労働条件の確保・仕事と生活との調和のとれた働き方を可能とする労働環境整備等

の施策への支援 

４ 労働災害防止及び健康確保に関する講習会や説明会の開催 

５ 全国安全週間及び全国労働衛生週間に関する説明会の開催 

６ 健康づくりをはじめとする心身の健康管理のための施策への支援 

７ 中小企業事業場における労務管理及び安全衛生管理体制のアップデートへの支援 

８ 新規入会の促進 

９ 会報の編集発行 

  



 

令和３年度主要行事計画 

 

      令和３年４月１日～令和４年３月３１日   亀戸労働基準協会支部 

 

 
事 業 名 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

開 催 内 容 

１ 会計監査 ○  
          令和２年度会計監査 

２ 幹事会 ○  
          議案審議 

３ 定期総会  ○ 
          議案審議 

４ 賀詞交歓会 
         

○ 
  新春賀詞交歓会 

５ 雇入時安全衛生教育研修 ○         
 

 
 安全衛生教育、ビジネスマナー 

６ 新規労務担当者講習会 

 

 

 
○ 

      

 
 

  労基・安全衛生・労災・雇用・関

係法・手続等 

７ 
人事労務・厚生担当者実

務講習会 
  ○ ○  

 
 

 
 

 
 

 健康保険・厚生年金・雇用保

険関係法・手続関係等につい

て 

８ 労基法セミナー 

 
 

 
 

  
○ 

     労働基準法関係 

９ ＫＹＴ講習会 

 
 

 
 

 

 

 
   ○  労働基準法関係 

10 
労災保険実務担当者講習

会 
     

 
 

 

 
 

○ 
 労災保険給付について 

11 
全国安全週間における安

全セミナー 
  ○       

 
 

 令和３年度全国安全週間実施要

項説明会 

12 労働衛生セミナー      ○    
 

 
 令和３年度全国労働衛生週間実

施要綱説明会 

13 江東地区安全衛生推進大会        ○  
 

 
 安全衛生の推進 

優良事業場の表彰 

14 会 報 発 行 ○ 
 

○ 
 

 ○  
 

○ ○  
 

啓 蒙 宣 伝 

 

  



報告事項 

 

１．合同事務所化の検討について 

 

（公益社団法人）東京労働基準協会連合会（以下「東基連」）亀戸労働基準協会支部（以

下「当支部」）は、亀戸労働基準協会（以下「当会」）として昭和 34 年５月に発足以来、

亀戸労働基準監督署（以下「監督署」）が推進する労働基準行政の協力機関として、監督

署の指導、支援を得て会員事業場の健全な発展のために努めて参りました。 

 

東基連は公益法人制度の改革に伴い平成 23 年４月に、東京都知事より認定を受け公益

社団法人になっております。また、翌 24 年度からは都下の公益事業を安定的に遂行する

ために、各地区労働基準協会との組織統合を含めた業務見直しの検討を進めることにな

りました。その結果、平成 28 年４月１日には東京都内にある 18 労働基準協会のうち７

協会が統合し東基連の支部として発足しました。 

 

そのような流れの中で当支部においても慎重に検討を重ねて、令和元年７月１日に東

基連と組織統合して東基連の支部となりました。その結果、東基連は現在 10 支部となっ

ています。 

 

当支部の事業活動と支部運営は、統合前と変更はございません。支部財政につきまし

ても収入は会員の年会費が主であり、支出は事務所運営費と事業活動費であることに変

わりございません。また、本部に関係する収支は実質上なく、支部での収支完結となっ

ています。 

 

しかし、当支部の会員数は減少傾向が続いており会費収入も減少していますので、他

支部と同様に、財政面では年々厳しさが増しております。そのような中で、会員サービ

スを維持向上するための支出抑制の一環として、令和２年８月の東基連事務局長会議に

おいて東基連本部から、支部の事務所統合について提案がございました。 

 

各監督署に対応した東基連各支部の機能を存続させて、講習会などを充実させて会員

のお役に立つという支部の基本姿勢を保持することが各支部の使命です。「合同事務所化」

は、東基連本部及び各支部共通の課題ですので、支部のある城北（上野、王子、足立・荒

川）、多摩（八王子、立川、青梅、三鷹）、城東（亀戸、江戸川）で検討を始めております。 

 

ここで、合同事務所の意味合いをご説明させていただきます。合同事務所化は東基連

の複数近隣支部が同じ事務所に入居し、活動を継続するという取り組みです。ですから、

支部を統合するわけではありませんし、各支部の事務局長は従来とおりそれぞれに配置

されます。 



次に、合同事務所化による顧客・会員満足度の向上についてご説明します。 

・ 事務所やコピー機の賃借料等を複数の支部で負担することにより支出を軽減でき

ますので、それを財源として無料講習の機会を増やすことなどに振り向けることが可

能になります。 

・ 少なくとも 1 人が在所することによって「連絡のつかない事務局」状態を緩和でき

ます。 

・ 複数支部の事務局長が合同事務所に詰めることによって、互いに刺激し合いながら

新たな企画が生まれる可能性が高まります。 

 

また、合同事務所化には以下のようなメリットもありますので、事務局長の労働環境

の改善にも繋がると考えております。 

・ 事務局長が複数で事務所に詰めることにより、事務局長が傷病を発した場合の救護

遅れや来所者とのトラブル発生時の対応等、一人事務局によるリスクを回避できます。 

・ 事務局長が年次有給休暇を取りやすくなります。 

・ 事務局長の賃金改善の一助となります。 

 

地域とのつながりが薄れるのではないかとのご懸念は、会員や監督署との日常的なコ

ミュニケーションは電話、ファックス、電子メール等により行いますし、合同事務所を

遠隔地に設置することは考えておりませんので、ご心配には及ばないのではないかと考

えています。 

 

江東区内で活発に皆様の役に立つ活動ができる支部が継続できるなら、事務所が区外

にあったとしても大きな問題にはならないと考えておりますし、支障がないように進め

て参りたいと考えておりますので、何卒、これからの合同事務所化検討にご理解とご協

力を賜りますよう、お願い申し上げます。 

 

２．当支部の利便性や機動性の向上について 

 

正副支部長会議の場で、コロナ禍のような緊急事態でも当支部の機能低下を最小限に

抑えるために、会議のWeb化や会報のメール配信などの導入を積極的に進めるべきだし、

東基連の支部となったことで大幅にアップデートされた当支部のホームページの PR 方

法も検討すべきだとの意見があり、東基連に検討を依頼しました。今後の動きは適宜ご

報告させていただきます。 

 

以上 

  



各種講習会 

新規人事・労務担当者講習会 

新規人事・労務担当者を対象として、令和３年６月４日江東区亀戸文化センターにおい

て、講習会が開催され２７名の方が参加されました。 

講師は、亀戸労働基準監督署及び木場職業安定所の職員が講師として、労働基準法、安

全衛生法、労働保険法について、法令の解説、届け出・請求手続き、業務上災害、通勤災害

の認定等について講義しました。 

また、コロナ感染防止対策として体温測定やマスク着用、そして手指等の消毒をお願い

し、机は１人掛けでソーシャルディスタンスを確保して受講していただきました。受講さ

れた皆様のご協力に感謝申し上げます。 
 

行 事 予 定       

 

  

１ 労働衛生セミナー 

日  時   令和３年 ９ 月６日（月）午後（カメリアプラザ ３階ホール） 

 

 ２ 江東地区安全衛生推進大会 

日  時   令和３年１１月１７日（水）午後（カメリアプラザ ３階ホール） 

 

 

 

１ 第１７回 東京産業安全衛生大会 Safe Work TOKYO  Online 2021 

公開期間   令和３年７月１日（木）～７日（水） 

 ２ 第８０回 全国産業安全衛生大会 in 東京 

日  時   令和３年１０月２７日（水）～２９日（金） 

オンライン開催   令和３年１０月２７日（水）～１１月３０日（火） 

 

 
発   行  公益社団法人東京労働基準協会連合会 亀戸労働基準協会支部 

 〒136-0071 江東区亀戸２－２５－１２ 
Ｔ Ｅ Ｌ ５６２７―９９３３ 
Ｆ Ａ Ｘ ５６２７―９９３９ 

Ｅメールアドレス kame-roukikyou@mbr.sphere.ne.jp 
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